
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画の位置付け 

本計画で対象とする空家等は、特措法第 2条第 1項に定義されているものとします。 

 
 

本計画は、特措法第６条の規定に基づき策定するものです。 

また、本市の上位計画である「石岡かがやきビジョン」を上

位計画とし、「まち・ひと・しごと創生石岡市総合戦略」等の

各種関連法・計画との連携・整合を図り、定めるものとします。 

本計画に基づいた施策を、他の施策と連動して展開すること

で、本市の将来像の“誰もが いきいきと暮らし 輝くまち い

しおか”を目指します。 

第１章 計画の概要 

■策定計画の背景 

■空家等の定義 

石岡市空家等対策計画 
（ 概 要 版 ） 

■空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

空家は、少子高齢化や核家族化等により年々増

加しており、全国的に大きな社会問題となってい

ます。 

こうした空家の中には、適切な管理が行われな

いものもあり、防災・防犯・衛生・景観等の面で、

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていま

す。この様な中、平成 27 年 5月に「空家等対策

の推進に関する特別措置法」（以下、「特措法」と

いう。）が完全施行されました。 

本市ではこれを受けて、特措法の趣旨を尊重し、

適切な管理の推進と合わせ、空家の利活用といっ

た視点からの取り組みを総合的・計画的に進める

ために、「石岡市空家等対策計画」を策定すること

としました。 

本計画を効率的・効果的に実施する

ため、体制等について、次の施策を推

進します。 

①空家等の問題を総合的・計画的に推

進する「石岡市空家等対策協議会」

の継続 

②庁内体制の整備 

・市民相談窓口の設置（右図参照） 

・（仮称）「石岡市特定空家等判定委

員会」の設置 

③所有者等、関係団体、市民等と市が

連携を強化し、空家等の様々な問題

に対し柔軟に対応することができる

仕組みづくりを検討 

平成 29年度から平成 33年度までの 5年間 

 

■計画の対象地区 

●空家等対策の推進に関する特別措置法 
 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築

物又はこれに附属する工作物であって居住そ

の他の使用がなされていないことが常態であ

るもの及びその敷地（立木その他の土地に定着

する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方

公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

石岡市全域 

 

■計画期間 

「基本的な方針」を踏まえ、下図の施策体系にて計画を推進します。 

１ 

 

平成２９年８月  編集・発行 石岡市 
〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目１番地１ 
電話 0299-23-1111（代表） 

■施策の体系 

4 

市民等 所有者等 関係団体
・法律

・不動産

・建築

の専門家等

石岡市

［空家等の苦情・相談］

生活環境課

空家等

［解体・除去に

関する相談］

生活環境課

［売買・賃借に

関する相談］

建築住宅指導課

（空家バンク）

農政課（農家住宅）

政策企画課

［相続等に

関する相談］

相談会

（生活環境課）

［利活用に関する相談］

政策企画課

まちづくり協働課

観光課

商工課

農政課

子ども福祉課

高齢福祉課

社会福祉課 等

空家情報の共有等

空家情報の
共有等

問題・悩みの
相談・応答等

専門分野で連携、
空家バンク連携等

維持管理、売買の
相談・契約等

関係団体、市民等との連携イメージ図 

Ⅰ 空家等の
発生抑制

■空家等の調査

○定期的な空家等の実態調査（生活環境課）

○空家等の所有者等の調査・特定（生活環境課）

○空家等の所有者等への意向調査（生活環境課）

○空家等の情報のデータベース化（生活環境課）

○地域との連携強化（生活環境課・まちづくり協働課・社会福祉課 等）

■空家等の発生抑制

○当事者意識の啓発等（生活環境課）

○相続問題等に関する支援（生活環境課・税務課）

○住宅流通の支援（建築住宅指導課・農政課）

■所有者等による空家等
の適切な管理の促進

○所有者等への啓発（生活環境課）

○所有者等以外による適切な管理の支援（生活環境課）

○解体・除却のための支援（生活環境課）

○緊急安全措置（生活環境課・防災対策課・消防）

■空家等及び除却した
空家等に係る跡地の
活用の促進

○移住・定住の促進のための利活用（建築住宅指導課・農政課・政策企画課）

○地域活性化のための施設等としての利活用

（政策企画課・まちづくり協働課・観光課・商工課・農政課・子ども福祉課・高齢福祉課・社会福祉課 等）

○地域資源としての価値を保全する利活用（都市計画課・建築住宅指導課・文化振興課・農政課・観光課 等）

■特定空家等に対する
措置

○特定空家等に関する判定の手続き（生活環境課）

○特定空家等の判断基準（生活環境課）

○石岡市空家等対策協議会の役割（生活環境課）

○特定空家等に対する措置の手続き（生活環境課）

■住民等からの空家等に
関する相談への対応

○市役所相談窓口の設置（生活環境課・政策企画課・建築住宅指導課・農政課 等）

○空家等に関する相談会の開催（生活環境課）

■空家等に関する対策の
実施体制

○石岡市空家等対策協議会の継続（生活環境課）

○庁内体制の整備

○関係団体、市民等との連携強化

■その他空家等に関する
対策の実施

○関係法令との連携

Ⅱ 空家等の

利活用の推進

Ⅲ 管理不全状態

空家等の抑制

・解消

Ⅳ 関係主体の

連携推進



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等実態把握調査や所有者アンケート調査の結果、 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆空家等所有者アンケート結果（平成 28年度実施） 

空家等に関する課題は、空家等の進行段階ごとに特徴

があります。 

①空家が発生する段階での課題 

地域活性化の低下にもつながる空家の発生を抑制す

る方策が必要です。また、空家になった場合に、その

情報を得る仕組みづくりが必要です。 

②利活用に際しての課題 

次の入居者が見つからずに老朽化が進んだ場合には

利活用が一層丌利になることから、情報の共有化や利

活用推進が求められます。 

③管理丌全になる（なった）際の課題 

管理丌全になる前に、適切に管理するための方策が

必要です。一方、近隣へ悪影響を不える「特定空家等」

となった際には強い権限を持った措置が必要です。 

④その他、共通する課題 

空家の問題は複雑な事情・事象があることから、様々

な関係者の連携や市役所の体制整備が必要です。 

石岡市の空家等の現状や課題を踏まえ、今後の取り組みに向けた基本的な方針を定め、対策を進めます。方針は、主

に空家等の進行段階に応じたものとします。 

人口減少、少子高齢化、核家族化の進展等により、次

の居住者や適切な管理者が見つからずに空家等となり、

管理丌全状態になる建物が今後とも発生することが想定

されます。一度空家等になると、管理が行き届かずに状

態が悪くなり、それが、次の入居を妨げる原因にもなる

ことから、次の取り組みを推進します。 

・当事者意識の啓発等（問題意識の理解、登記推進等） 

・相続問題等に関する支援（相談会の開催等） 

・住宅流通の支援（中古住宅の流通促進等） 

・空家等になった場合の適切な管理の促進 

本市では、適切に管理され、利活用が可能と思われる

空家等も数多くあると推測されます。しかし、賃貸や売

却等の具体的な行動をとっていないケースもみられ、そ

の間に建物の老朽化や地域の活性化も失われる可能性も

あることから、次の取り組みを推進します。 

・移住・定住の促進のための利活用（「石岡市空家バンク」

の創設、就農や移住施策との連携） 

・地域活性化のための施設等としての利活用（新規補助

制度創設の検討） 

・地域資源としての価値を保全する利活用（伝統的な建

築物の交流・観光施設等としての活用検討） 

（4）関係主体の連携推進 （3）管理丌全状態の空家等の抑制・解消 

第２章 空家等の現状 

出所： 
平成 27 年までは国勢調査結果。 
平成 32 年以降の国・県・石岡市①は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値。 
平成 32 年以降の石岡市②は、「まち・ひと・しごと石岡市人口ビジョン」の設定値。 

■石岡市の空家等をとりまく現状 

◆空家数の推移 ■今後の空家等に関する課題 

管理丌全状態の空家等は、その建物が危険ということ

だけではなく、周囲への悪影響が懸念されます。また、

現状では管理丌全状態とはいえない空家等についても、

今後、その状態が悪化することが予想されることから、

次の取り組みを推進します。 

・特措法に定める「特定空家等」の判定→認定 

・特定空家等に対する措置（助言、勧告、代執行等） 

・他の施策による管理状態の改善支援（利活用、相談対

応等） 

（1）空家等の発生抑制 

第３章 空家等対策に係る基本的な方針等 

■基本的な方針 

多岐に渡る空家等に関する問題に、総合的に対処する

ため、所有者等だけではなく、関係主体が連携し、次の

取り組みを推進します。 

・空家等の調査（定期的な実態調査、地域との情報連携） 

・住民からの相談対応（市役所相談窓口の設置、専門家

と連携した相談会の開催等） 

・実施体制の強化（「石岡市空家等連絡協議会」の継続、

庁内体制の整備、関係団体・市民等との連携強化） 

・関係法令との連携（他の法令を含めた総合対策） 

市では、空家等の状態を調べ、右図の

ような状態の空家等については、「特定空

家等」に認定します。 

特定空家等に認定したものについて

は、段階的に下記の措置を講じます。 

 

・所有者等に対し、除却、修繕、立ち木

の伐採等の必要な措置を助言又は指導 

・必要な措置の勧告 

 （固定資産税等の住宅用地特例の除外） 

・勧告に係る措置の命令 

・代執行を行うことを戒告 

・代執行の実施 

・代執行に要した費用の徴収 

・所有者等が丌明な場合は略式代執行 
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出典：住宅･土地統計調査

①所有者の年齢 

・70歳以上が約半数、60歳代以上が７割強 

→ 所有者の高齢化 

②空家の期間 

・「５年未満」（34.0%）、「５～９年」（22.7%） 

→ 近年空家になった家が多い 

③空家になった（なっている）原因 

・「居住していた人または親族等が死亡」、「相続により

取得したが利用していない」、「賃貸入居者が見つか

らない」、「別の住居へ転居」の順に多い 

→ 現状のままでは空家は増加する一方 

④空家で困っていること 

・「賃貸入居者・購入者がいない」、「解体したいが費用

の支出が困難」の順に多く、他の回答も相当数ある 

→ 空家に関して多くの課題が存在 

⑤維持管理頻度 

・維持管理「している」が７割、「していない」が３割 

・「している」であっても、「月１回程度」以上は２割

弱と少ない 

→ 様々な理由により実際の維持管理頻度は低い 

⑥今後の利活用 

・回答の多くは所有権を保有し続ける意向 

・「売却したい」は２割強（実際に売却や賃貸を募集し

ている人は４割） 

・期待する支援策は「解体費用の支援」、「相談窓口の開

設」、「公共機関による借り上げ」、「空家バンク」等 

→ 様々な支援策を求めている 

２ 

（2）空家等の利活用の推進 

３ 

 ●空家等実態把握調査結果（平成 28年度実施） 

地 区 空家等総数 空家率 
特定空家等

候補件数 

石岡地区   893 5.2% 177 

八郷地区   468 4.8% 109 

計 1,361 5.0% 286 

 

 ●住宅・土地統計調査結果 

・人口は、国や県よりも早期に減少に転じ、今後も急激

な減少が予想されています。 

・空家率は、「住宅・土地統計調査」では 14.0%と、全

国平均とほぼ同水準ですが、徐々に増加しています。 

・市による実態調査（H28 実施）での空家率は 5.0%で

すが、市全域に分布しています。また、危険性が高い

「特定空家等」候補が、空家等の２割を占めています。 

・所有者アンケートからは、この 10年間に空家になっ

たものが多いものの、維持管理頻度は低く、売却等の

手段をとっている人も少ない傾向が見られます。 

■特定空家等に対する措置 

 ※平成 27年の人口：全国 127,094,745人、茨城県 2,916,976人、石岡市 76,020人 
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◆人口の推移 

特定空家等のイメージ 


